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報告者紹介

JAとは、生産者を中心とした「組合員」が、相互扶
助の精神をもとに農家のためだけでなく、よりよい地
域社会を築くことを目的に組織された協同組合です。

一般社団法人 全国農業協同組合中央会（JA全中）は、
わが国の農業協同組合（JA）が結集した組織です。組
織・事業の枠を越えて連帯するJAグループの代表とし
て、協同組合原則にもとづき運営されています。

（一社）全国農業協同組合中央会（JA全中） （一社）全国農業会議所

一般社団法人 全国農業会議所は、広く農業・農業者の
立場を代表し、農業の健全な発展を図る全国組織です。
会員相互の連絡調整、農業一般に関する意見の公表、情

報の提供などを行うことによって、農業生産力の増進や農
業経営の合理化を図り、農業の健全なる発展に寄与すると
ともに、市町村農業委員会、都道府県農業委員会ネット
ワーク機構の事務の効率的・効果的な実施を支援します。



2

農業の現状

➢  約20年間で「 個人経営体のうち主業経営体（うち65歳未満の農業専従者がいる）」は５割以下に減少していま
すが、「法人その他団体経営体」は増加しています。

➢ 農業総産出額は同⽔準ですが農地⾯積は約10％減少しており一経営体当たりの規模は拡大しています。

資料：農林⽔産省 経営局

「農業経営をめぐる情勢について」

より抜粋
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１．労働者の就労の実態

➢ 農業は個人経営体が多数を占め、また零細規模の経営体が多いため、農業就業者に占める雇用者の割合は、全産
業に比べてきわめて低くなっています。

➢ 家族・血縁者、地縁者の労働力が減少するなか、労働市場からの雇用が必要となっていますが、農村地域の立地
が多いことや全産業に比べて給与⽔準が低い等のため、深刻な人手不足の状況にあります。

【ヒアリング事項】

資料「2020 年農業センサスの総合分析」（令和 ５ 年 12 月 農林水産政策研究所）
（第３章 減少が続く中での農業労働力の変容と経営作目別の特徴 松久 勉著）より抜粋

資料「農業雇用労働力の実態とその動向」
（令和３年１２月 農林水産政策研究所）
より抜粋

【農業における雇用の動向】 【農業における賃金の動向】
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２．被用者保険の適用拡大の影響・課題について

➢ 短時間労働者に対する適用拡大については、雇用者50人超の農業経営体の割合が少ないため、大きな問題となっ
ていません。更なる見直しにより対象となる経営体は多くなっていくと課題等がでてくることも想定されます。

➢ このため、制度導入には十分な周知と準備の時間をとっていただくことが必要ではないでしょうか。

【ヒアリング事項】

➢ 個人事業所の適用範囲の見直しについては、農業は非適用業種となっているわけですが、5人以上の事業所の割合
が他業者と比べきわめて低いとはいえ、地域・品目によっては影響が出てくることが想定されます。

➢ 個人事業所が社会保険に加入することによるメリットは大きいですが、デメリットも想定されます。

➢ 特に、農業は季節により賃金が変動することもあり、社会保険の事務負担が大きく経営に圧し掛かってくること
が想定されます。人口の少ない地域に多くが立地することが多い経営体の支援を誰がどのように行っていくのか
が大きな課題となります。

➢ また、農業での働き方は多様であり、働く人の意識も経済的状況も様々ですので、社会保険に加入することによ
り働きやすい職場となるのかどうかは現場に即して慎重に検討すべきはないでしょうか。

➢ 若い雇用労働者は将来的には独立就農を目指している方も多く、農業者年金の加入を望む方もいます。

➢ 農業では個人事業所の外国人の雇用も増えていますが、外国人が社会保険の加入を望んでいるのかも考慮しなく
てはなりません。

（１）短時間労働者に対する適用拡大

（２）個人事業所の適用範囲の見直し

メリット デメリット

・労働者の福利厚生

・保険料を損金算入できる

・事業主の保険料負担（約15％）
・事務負担増
（家族経営者では事務手続きは困難、外部化による負担増）
・個人事業主本人は、被保険者資格を得られない
（事業主は従前どおり国民健康保険・国民年金に加入）
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２．被用者保険の適用拡大の影響・課題について
【ヒアリング事項】

＜農業の社会保険の適用＞

【現行制度】

個人事業 法人事業
医療保険 公的年金 医療保険 公的年金

国民健康保険
ただし、事業所で使用され

る者の2分の1以上の同意及び
厚生労働大臣の認可があれば
健康保険が適用される。

国民年金
ただし、事業所で使用される

者の2分の1以上の同意及び厚生
労働大臣の認可があれば厚生年
金が適用される

健康保険 厚生年金

【農業者年金の特徴とメリット】

資料：農業者年金基金HPより
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３．働き方の多様化が進展することに伴う課題について

➢ 農業においても、アグリツアー、産地間連携バイト、「1日農業バイト」、副業、そして農福連携など、従来あま
り例のなかった働き方も一般化してきていますので、働く人も雇用者もともに留意しなければならないことが増
えています。

➢ このため、農業における社会保険制度は複雑ですが、さらに様々な新たな制度等が導入されるなかで、「働く人
が選択する」ことを担保していくためには、保険制度等について、多様な働く人々や家族経営の事業主など、誰
が読んでも理解できるかつシンプルな手引書等の作成と周知が必要であると思います。

【ヒアリング事項】

「９１農業」

資料：JA全農資料より
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